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第6章　課程の修了要件及び学位
（課程の修了）

第 22 条

2

　修士課程又は博士前期課程の修了の要件は，第 9条の修業年限を満たし，第 11 条
に基づき 30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該修士課程又
は博士前期課程の目的に応じ，修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査
及び最終試験に合格することとする。ただし，修業年限に関しては，特に優れた研究
業績をあげた者に限り，修士課程又は博士前期課程に 1年以上在学すれば足りるもの
とする。
　博士後期課程の修了の要件は，次のとおりとする。
（1）　法学研究科企業法学専攻は，第 9条の修業年限を満たし，必要な研究指導を受
けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，修業年限
に関しては，特に優れた研究業績をあげた者に限り，博士後期課程に 1年（前項
の規定による在学期間 1年をもって修士課程を修了した者は 2年）以上在学すれ
ば足りるものとする。

（2）　会計学研究科会計学専攻は，第 9条の修業年限を満たし，研究指導 12 単位を含
む 20 単位を取得し，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に
合格することとする。ただし，修業年限に関しては，特に優れた研究業績をあげ
た者に限り，博士後期課程に 1年（前項の規定による在学期間 1年をもって修士
課程又は博士前期課程を修了した者は 2年）以上在学すれば足りるものとする。

（学　　位）
第 23 条 　本大学院において研究科の課程を修了した者に，次の学位を与える。

　法学研究科

　会計学研究科

　人間生活科学研究科

法学専攻
企業法学専攻
会計学専攻（博士前期課程）
会計学専攻（博士後期課程）
幼児保育学専攻
栄養管理学専攻

博士（法学）
博士（法学）
博士（会計学）
博士（会計学）
博士（保育学）
博士（栄養管理）

第7章　教職課程
（教職課程）

第 24 条 　本大学院において教育職員免許状を取得しようとする者は，当該専攻配当の関係科
目の中から教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）及び教育職員免許法施行規則（昭
和 29 年文部省令第 26 号）に定める必要単位数を取得しなければならない。

（免許状の種類）
第 25 条 　本大学院において取得できる教育職員免許状の種類は，次のとおりとする。

　法学研究科　　　　　　法学専攻　　中学校教諭専修免許状（社会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校教諭専修免許状（公民）
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